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(57)【要約】
【課題】様々な脚の動きによっても肌に密着するととも
に、立体ギャザー部分におけるせき止め機能も十分に発
揮できる吸収性物品を提供する。
【解決手段】吸収体２１と、該吸収体２１の一方面側に
重ねられる液透過性のトップシート２０と、吸収体２１
の他方面側に重ねられる液不透過性のバックシート１９
と、起立領域ＺSを備え、該起立領域ＺSには立体ギャザ
ー２４ｇが設けられているサイドシート２２とを具えた
本発明による尿パッド１２は、着用者への着用状態にお
いて股下に位置する部分における両端が、他の部分に比
べて幅方向内側に位置するように幅が狭くなった幅狭部
２１Ｃを吸収体２１が具え、サイドシート２２の幅方向
内側端は、吸収体２１の幅狭部２１Ｃの幅方向端上もし
くは、幅狭部２１Ｃの幅方向端よりも幅方向内側に位置
するとともに、起立領域ＺSは、幅狭部２１Ｃの幅方向
端よりも幅方向外側から延在する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収体と、
　該吸収体の一方面側に重ねられる液透過性のトップシートと、
　前記吸収体の他方面側に重ねられる液不透過性のバックシートと、
　着用者への着用状態において着用者の腹側から股下を通り背側にわたる第１の方向に延
在し、前記トップシートの前記第１の方向に直交する幅方向両側において、少なくとも一
部が前記トップシートに接合される一対のサイドシートであって、前記トップシートとの
接合箇所よりも幅方向内側に、前記トップシートに接合されていない起立領域を備え、該
起立領域には前記第１の方向に伸縮するゴム状弾性部材が設けられて立体ギャザーを形成
するサイドシートとを具える吸収性物品であって、
　前記吸収体は、着用者への着用状態において前記股下に位置する部分における両端が、
他の部分に比べて幅方向内側に位置するよう幅が狭くなった幅狭部を具え、
　前記サイドシートの幅方向内側端は、前記吸収体の幅狭部の幅方向端上もしくは、前記
幅狭部の幅方向端よりも幅方向内側に位置するとともに、前記起立領域は、前記幅狭部の
幅方向端よりも幅方向外側から延在することを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記吸収体の前記幅狭部の幅方向中央に、前記第１の方向に伸びる折れ曲がり部が形成
され、この折れ曲がり部を頂部として前記吸収体の幅狭部が山形に折れ曲がると共に吸収
体の幅方向側縁部から前記サイドシートが立体ギャザーとして立ち上がり、幅方向に沿っ
てＷ字状の断面形状となることを特徴とする請求項１に係る吸収性物品。
【請求項３】
　前記折れ曲がり部は、前記吸収体が前記折れ曲がり部により助長される折れ曲がり方向
に折れ曲がると、前記幅狭部の幅方向端で、前記バックシートが前記折れ曲がり方向と逆
方向に折れ曲がることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記サイドシートは幅方向外側から接合領域、前記起立領域に区分され、前記接合領域
は、前記トップシートもしくは前記バックシートに接合されていることを特徴とする請求
項１から請求項３の何れか一項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記サイドシートは、少なくとも前記吸収体の最大幅部分において、前記トップシート
に接合されていることを特徴とする請求項１から請求項４の何れか一項に記載の吸収性物
品。
【請求項６】
　前記吸収体の幅狭部の側端から前記トップシートとの前記サイドシートの接合個所まで
の幅と前記立体ギャザーの高さとの和が前記吸収体の幅狭部の幅の１/２よりも大きいこ
とを特徴とする請求項１から請求項５の何れか一項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、尿などの体液を吸収する吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　軽度の尿漏れなどに対処する吸収性物品として、尿パッドが知られている。尿パッドは
、使い捨ておむつや下着、尿パッドを保持用に作られたホルダーパンツと呼ばれる布製の
パンツ型外装体に取り付けられ、尿等の体液を吸収するものである。尿パッドは、使い捨
ておむつや下着、ホルダーパンツの股下部に着脱可能に取り付けられ、体液を吸収した際
は、この尿パッドのみを交換するという使用方法で用いられることが多い。このため、尿
パッドには様々な脚の動きに対応し、かつ大量の排尿などをすばやくしっかりと吸収する
機能が求められる。
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【０００３】
　尿パッドは、尿などの粘性の低い体液をすばやく大量に吸収しなければならないため、
股下などはしっかりと覆う程度の幅の吸収体が配置されており、漏れを防止するために股
幅よりも広いものも多い。
【０００４】
　また、股下において吸収体がより肌に密着するように工夫がなされているものもある。
例えば、特許文献１には、使い捨ておむつであり、尿パッドではないが、吸収体に予め３
本のスリットを入れておき、股下の左右の脚の引き寄せによってＷ字状に変形し、股下に
密着するようにしたものが記載されている。
【０００５】
　また、脚の様々な動きによって、尿パッドと肌との間に隙間ができると、その隙間から
体液が漏れやすい。そこで、このような体液漏れを防止するために、サイドシートを吸収
体本体の側縁部から立ち上がるようにした立体ギャザー構造が適用されている。この立体
ギャザー構造によるサイドシートが、吸収体本体の端に位置することにより、立体ギャザ
ー部分が堰となって、体液の漏れを抑制する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－１７７３１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載された股下部に３本のスリットを設け、折り曲げる構
成では、股下部分の幅方向両端部分は、肌に対して谷折れに吸収体が折れ曲がった状態と
なる。このため、吸収体が幅方向で４枚重なる部分が出てきてしまい、着用者によっては
股下部分のモコモコ感やごわつきを強く感じ、装着感を低下させてしまう場合があった。
この違和感の抑制のために、ポリマーの配分を調整しているが、長時間の着座など左右の
脚の引き寄せが頻繁な場合、ポリマーの調整程度では不十分な場合があった。
【０００８】
　また、このようにＷ字状に吸収体が折れ曲がるものに対して、立体ギャザーのサイドシ
ートを適用しても次の問題があった。吸収体の側端部に設けられたサイドシートの立体ギ
ャザー立ち上がり位置によっては、吸収体がＷ字に折れ曲がることによって、立体ギャザ
ー部分が肌に対して寝てしまう場合があった。このように、吸収体の変形に伴って、立体
ギャザーによるせき止め機能を十分に発揮できない場合があった。
【０００９】
　しかも、股下部分の狭くなった吸収体の部分にその幅方向に並ぶ３本のスリットを形成
しているため、吸収体の強度が低下してしまい、着用者への着用状態において吸収体が適
正な形状から崩れてしまい、体液の漏れにつながってしまう可能性もあった。
【００１０】
　本願発明はこのような従来の問題に鑑みてなされたものであり、その課題は、様々な脚
の動きによっても肌に密着するとともに、立体ギャザー部分におけるせき止め機能も十分
に発揮できる吸収性物品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の吸収性物品は、吸収体と、吸収体の一方面側に重ねられる液透過性のトップシ
ートと、吸収体の他方面側に重ねられる液不透過性のバックシートと、着用者への着用状
態において着用者の腹側から股下を通り背側にわたる第１の方向に延在し、トップシート
の前記第１の方向に直交する幅方向両側において、少なくとも一部がトップシートに接合
される一対のサイドシートであって、トップシートとの接合箇所よりも幅方向内側に、ト
ップシートに接合されていない起立領域を備え、この起立領域には第１の方向に伸縮する
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ゴム状弾性部材が設けられて立体ギャザーを形成するサイドシートとを具えた吸収性物品
であって、吸収体は、着用者への着用状態において、前記股下に位置する部分における両
端が、他の部分に比べて幅方向内側に位置するよう幅が狭くなった幅狭部を具え、前記サ
イドシートの幅方向内側端は、吸収体の幅狭部の幅方向端上もしくは、幅狭部の幅方向端
よりも幅方向内側に位置するとともに、起立領域は、幅狭部の幅方向端よりも幅方向外側
から延在することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明が適用された尿パッドをその肌当接面側から見た一部破断平面図である。
【図２】図１に示した尿パッドを分解状態で表す立体投影図である。
【図３】図１に示した尿パッドの模式的斜視図である。
【図４】図１に示した尿パッドを非肌対向面側から見た平面図である。
【図５】図１のV－V線で切断した状態に対応した尿パッドの断面図である。
【図６】図１のVI－VI線で切断した状態に対応した尿パッドの断面図である。
【図７】着用者への着用状態における尿パッドの股下部分を幅方向に沿って切断した模式
的部分斜視図である。
【図８】図７に示した尿パッドの切断端面を拡大した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明が適用された尿パッドの一実施形態について、図１から図８を参照して詳細に説
明する。
【００１４】
　本発明による尿パッドは、例えば、テープ型おむつ、パンツ型おむつ、あるいはホルダ
ーパンツ等に装着され、これらと併せて着用者に着用される。
【００１５】
　本実施形態において、「長手方向」とは、尿パッドにおいて、前身頃から後身頃にわた
る第１の方向をいう。すなわち、着用者が本実施形態の尿パッド等を装着した際に腹側か
ら股下を通り、背側にわたる方向をいう。また、「幅方向」とは、尿パッドの一方の側端
と他方の側端とをつなぐ方向、すなわち長手方向（第１の方向）に平面的に直交する第２
の方向を意味する。図において、長手方向はＹ軸で示し、幅方向はＸ軸で示す。
【００１６】
　尿パッド１２をその肌当接面側から見た平面形状を図１に示し、その非肌対向面側の平
面形状を図４に示し、図１中のV－V線およびVI－VI線に沿った断面構造を図５および図６
に示す。本実施形態における尿パッド１２は細長い矩形のシート状をなし、着用者への着
用状態では、腹側から股下を通って背側まで延在する。以下、尿パッド１２の腹側に位置
する部分を前身頃１２Ｆ，背側に位置する部分を後身頃１２Ｒ，股下に位置する部分を股
下部１２Ｃと便宜的に記述する。尿パッド１２の長手方向に沿った股下部１２Ｃの長さＬ

Cは、尿パッド１２の全長Ｌの２０～７０％ほどである。この関係は尿パッド１２の用途
（軽失禁用パッド、おむつにおける尿パッド部分など）に応じて、尿パッド１２自体の長
さが異なるためである。したがって、股下部１２Ｃの長さＬCは、着用者の股下を覆う上
での適当な長さであるとも定義できる。
【００１７】
　この尿パッド１２は、液不透過性のバックシート１９とこのバックシート１９よりも少
し小さめの寸法形状を持つ液透過性のトップシート２０と細長いシート状をなす吸収体２
１とを備えた吸収性本体１０と、この吸収性本体１０の肌対向面側の幅方向左右両側にそ
の長手方向全体にわたって重ね合された液不透過性の左右一対のサイドシート２２とで主
要部が構成される。本実施形態の尿パッド１２は、腹側から背側にわたる長手方向が、幅
方向に比べて長い略長方形状としたが、これに限らず、長手方向の長さと幅方向の長さが
同程度の略正方形や、後述する吸収体２１の輪郭形状に対応させたりすることすることも
できる。要するに、尿パッド１２の寸法および輪郭形状など、着用対象者の体形などに応
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じて適宜選択可能である。
【００１８】
　吸収体２１はトップシート２０とバックシート１９の間に配置され、トップシート２０
を透過した尿等の体液を吸収し、保持する。吸収体２１はこのような機能を果たすために
、吸収性材料によって構成されており、吸収性材料は、吸収機能を有する公知の材料を採
用することができる。具体的には、例えばフラッフパルプ、高吸水性ポリマー（ＳＡＰ）
、又は親水性シートを用いてもよい。これらの吸収性材料は１種類を単独で用いてもよい
し、複数種類を併用して用いてもよい。本実施形態においては、フラッフパルプに高吸水
性ポリマー（ＳＡＰ）を混ぜ込んだものをマット状にし、単層、または複数層を積層した
ものを用い、全体をティシュ２３で被覆している。
【００１９】
　吸収体２１は、股下部１２Ｃに対応した部分の幅が前身頃１２Ｆおよび後身頃１２Ｒに
対応した部分の幅に比べて狭くなった幅狭部２１Ｃを有する。すなわち、前身頃１２Ｆお
よび後身頃１２Ｒに対応した吸収体２１の部分の幅がほぼ等しく、吸収体２１の幅狭部２
１Ｃがその中央側に向けてえぐれた砂時計型を有し、この幅狭部２１Ｃの最小幅ＷCは、
着用者の股間と同じかやや広い程度である。このように、吸収体２１の幅狭部２１Ｃにつ
いては、その幅方向両端部を大きくえぐった形とすることで、装着した際に、吸収体２１
の幅狭部２１Ｃが股間内に収まり、股間における吸収体２１のもたつきを抑制することが
できる。このような観点から、尿パッド１２自体の輪郭形状を吸収体２１の輪郭形状に適
合した砂時計型にすることも有効である。幅狭部２１Ｃの形状は、任意の曲率の円弧と直
線とを組み合わせたり、複数の直線を組み合わせたり、単一曲率の円弧にて形成すること
が可能である。尿パッド１２自体の幅Ｗは、着用者の股間の幅よりも広いものであり、股
間および、股間からつながる腹側、背側を十分に覆うことができる。
【００２０】
　次に、トップシート２０は、着用者の股下の肌に直接接し、尿等の体液を吸収体２１に
透過させるためのものである。そのため、トップシート２０は、肌触りのよい液透過性材
料で形成されている。具体的には、ポリプロピレンやポリエチレン、ポリエステル、ナイ
ロンの如き熱可塑性樹脂からなる不織布に親水化処理を施したものを用いることができる
。
【００２１】
　バックシート１９は、吸収体２１に吸収された液体が、外部に漏れ出すことを防止する
ための部材である。したがって、バックシート１９は液不透過性材料、すなわち撥液性材
料にて構成され、例えばポリエチレン樹脂からなる液不透過性のフィルムを採用すること
ができる。また、液を漏らさずに通気性を確保するために、０.１～４μｍの微細な孔が
複数形成された微多孔性ポリエチレンフィルムを用いることが好ましい。
【００２２】
　また、図６の断面図に示されるように、トップシート２０は、吸収体２１の幅方向左右
外側まで延出し、吸収体２１の端を包み込むようになっている。また、トップシート２０
の一部、すなわち、肌非対向面側に位置する部分とバックシート１９とを接合することで
、トップシート２０とバックシート１９とで吸収体２１を内包している。
【００２３】
　加えて、トップシート２０と吸収体２１との間に液透過性のセカンドシート（不図示）
を設けてもよい。セカンドシートは、トップシート２０を透過した液体を拡散させること
を目的として配置されるシート状部材である。セカンドシートを設けることで、着用者が
着座時など、尿パッド１２が圧迫されて、吸収体２１とトップシート２０との間に十分な
空間が形成されない場合においても、液が拡散しやすくなる。液が拡散しやすいため、液
の吸収速度が低下することを抑制できる。セカンドシートを構成する材料としては、トッ
プシート２０と同様に、液透過性の織布、不織布、多孔性フィルム等を用いることができ
る。
【００２４】
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　一対のサイドシート２２は、吸収性本体１０の両側縁に沿って、体液の横漏れを防止す
る立体ギャザー２４ｇを形成する。サイドシート２２としては、撥水性と通気性を有する
ものが適している。具体的な材料として、例えば、カードエンボスやスパンボンド等の製
法により形成された不織布シートを用いることができ、特に、防水性と通気性の高いＳＭ
ＳやＳＭＭＳ等の不織布シートを用いるのが好ましい。また、サイドシート２２は、織布
や不織布に撥水加工を施したものであってもよい。
【００２５】
　図１および図５に示されるように、サイドシート２２は、吸収性本体１０の幅方向両端
にそれぞれ設けられ、長手方向に沿って伸びる帯状のシートである。サイドシート２２は
、幅方向外側から接合領域ＺCと起立領域ＺSに分けられる。幅方向外側に位置する接合領
域ＺCは、具体的には、吸収体２１の肌対向面上に位置し、トップシート２０と接合され
る部分と、吸収体２１よりも幅方向外側に延在し、バックシート１９と接合される部分が
ある。一方、サイドシート２２の起立領域ＺSは、トップシート２０に固定されておらず
、その幅方向内側の端部は自由端であるが、これらの長手方向両端部は、トップシート２
０に接合された状態となっている。
【００２６】
　ここで、幅狭部２１Ｃにおける吸収体２１の側端縁からサイドシート２２の接合領域Ｚ

Cと起立領域ＺSとの境界までの距離をＬ1，立体ギャザー２４ｇとなる起立領域ＺSの幅を
ＷG、前身頃１２Ｆおよび後身頃１２Ｒに対応する吸収体２１の部分の最大幅をＷEとする
と、以下の関係、すなわち
　　(ＷC/２)＜Ｌ1＋ＷG

　　Ｌ1≦ＷG

　　(ＷC/２)＋Ｌ1＜(ＷE/２)
を満たすことが好ましい。より具体的には、吸収体２１の最小幅ＷCは吸収体２１の最大
幅ＷEの４０～６０％程度であることが望ましく、成人を対象とした場合、ＷCは６０ｍｍ
から１６０ｍｍ、ＷEは１２０ｍｍから２６０ｍｍの範囲が望ましい。
【００２７】
　また、サイドシート２２の起立領域ＺSにおける自由端部２２ａには、長手方向に沿っ
て糸ゴムなどのゴム状弾性部材２４が固定されている。このゴム状弾性部材２４は引き伸
ばした状態で、自由端部２２ａの長手方向にわたって固定されており、このゴム状弾性部
材２４が縮むことで、サイドシート２２の起立領域ＺSに立体ギャザー２４ｇが形成され
る。また、このゴム状弾性部材２４が縮まることにより、サイドシート２２は長手方向中
央に引き寄せられて、図３に示されるように、自由端部２２ａが着用者の肌に当接する方
向に向かって立ち上がることとなる。
【００２８】
　図４に示されるように、尿パッド１２の前身頃１２Ｆの肌非対向面には、おむつ等に尿
パッド１２を接合するための装着部２５が設けられている。この装着部２５は、接着剤層
２５ａと、この接着剤層２５ａを使用まで封止する剥離紙２５ｂとからなっている。尿パ
ッド１２使用時は、この剥離紙２５ｂを取り除いて、接着剤層２５ａを露出させ、この接
着剤層２５ａをおむつ等の内面シート、例えばトップシートに接合することで、おむつ等
に尿パッド１２を接合する。なお、装着部２５の構造はこれに限らず、後身頃１２Ｒにも
設けることが可能であり、外装部材１１に対して面ファスナーなどを用いて交換可能に接
合することも有効である。
【００２９】
　ところで、サイドシート２２は、図１に示す状態において、その幅方向内側の端部が、
吸収体２１の側端縁から、その幅方向中央側に入ったところに位置するようになっている
。そして、サイドシート２２の起立領域ＺSの幅方向内側端（起立領域先端）が、吸収体
２１の幅狭部２１Ｃの端部上に位置するようになっている。すなわち、本実施形態におけ
るサイドシート２２の幅ＷSは、吸収性本体１０の幅方向外側端から、吸収体２１の幅狭
部２１Ｃの内側端までの長さに一致するが、さらに内側に入る程度まで長くてもよい。こ
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の場合、吸収体２１の幅狭部２１Ｃの側端縁よりも３０ｍｍ程度以内に収めることが好ま
しい。これよりもサイドシート２２の幅ＷSを内側に拡げると、着用時に立体ギャザー２
４ｇが内側に倒れた場合にトップシート２０が疎水性のサイドシート２２で覆われてしま
い、トップシート２０の露出面積が少なくなって尿漏れにつながる可能性が生ずる。この
ため、サイドシート２２の幅ＷSは、尿パッド１２の幅Ｗの２０～３０％程度が望ましい
。
【００３０】
　そして、吸収体２１の幅狭部２１Ｃの中央には、その長手方向に沿って伸びる折れ曲が
り部２１ａが設けられている。この折れ曲がり部２１ａは、吸収体２１の幅狭部２１Ｃの
幅ＷCを二等分した位置でかつ、尿パッド１２の幅Ｗを二等分した位置に配置されている
。この折れ曲がり部２１ａは、着用者の両太ももの動きによって、尿パッド１２が幅方向
に引き寄せられ、尿パッド１２が折れ曲がる際に他の部分に比べて優先して折れ曲がるよ
うに予め加工された易折部である。折れ曲がり部２１ａは、肌対向面側から見てその部分
が突出するように折れる。すなわち、肌に向かって折れる山折部として形成されている。
尿パッド１２の幅方向端部から折れ曲がり部２１ａまでの長さは、尿パッド１２の幅Ｗの
約半分となる。尿パッド１２は、その幅方向中心線が、着用者の股間の中央に位置するよ
うに配置するのが好ましく、この折れ曲がり部２１ａが股間の中央に位置するように、幅
をほぼ二等分した位置に配置している。
【００３１】
　図６に示されるように、折れ曲がり部２１ａは、吸収体２１をエンボス加工することに
よって圧縮形成することができる。もしくは吸収体２１にスリットを刻設して形成するこ
とも可能である。圧縮は、吸収体２１の肌対向面側からなされていても、肌非対向面側か
らなされていても、両面からなされていてもよい。例えば、折れ曲がり部２１ａは、吸収
体２１の肌非対向面側から圧縮されたエンボス加工がなされている。このエンボス加工に
よる筋付けによって、この折れ曲がり部２１ａは、吸収体２１の他の部分に比べて優先し
て折れ曲がる。より良好なフィット性が得られるように、尿パッド１２の後身頃１２Ｒ側
に位置する折れ曲がり部２１ａの端部を二股に分岐させたり、あるいはその幅を拡げたり
することも有効である。
【００３２】
　サイドシート２２は、その接合領域ＺCにてトップシート２０およびバックシート１９
に接合されており、尿パッド１２の股下部１２Ｃにおいて、サイドシート２２の真下には
吸収体２１が存在しない状態となっている。また、図６に示されるように、起立領域ＺS

の基端、すなわち起立領域ＺSと接合領域ＺCとの境界は、吸収体２１の幅狭部２１Ｃの側
端縁からＷGだけ離れることとなる。言い換えると、本実施形態における吸収体２１の幅
狭部２１Ｃの側端縁から、起立領域ＺSと接合領域ＺCとの境界までの距離Ｌ1は、サイド
シート２２の起立領域ＺSの幅ＷGと等しいけれども、大人用の尿パッドの場合、この距離
Ｌ1は、２０ｍｍ以上であることが望ましい。
【００３３】
　このような構造の尿パッド１２は、図６に示されるように、吸収体２１の幅狭部２１Ｃ
を中心としてサイドシート２２の立体ギャザー２４ｇの部分が高く立ち上がったものとな
る。
【００３４】
　そして、着用者が本実施形態の尿パッド１２を着用し、図９に示されるように、脚の動
きによって尿パッド１２が幅方向に引き寄せられた場合、吸収体２１は折れ曲がり部２１
ａを頂部として股間に向かって突出するように山形に折れ曲がる。このように折れ曲がる
ことにより、例えば、着用者が女性の場合、折れ曲がり部２１ａが尿道口付近に位置し、
他の部分は股間と隙間を有することができる。このため、尿パッド１２の股間におけるフ
ィット性が向上するとともに、肌への接触面積を抑制できるので、尿パッド１２が体液を
吸った後もさらりとした感触を維持できる。また、尿パッド１２の股下部１２Ｃに対応し
た吸収体２１の幅狭部２１Ｃの幅ＷCが狭いため、両脚を寄せても、吸収体２１がもたつ
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かない。
【００３５】
　加えて、吸収体２１の幅狭部２１Ｃの幅方向端縁から延在するバックシート１９および
トップシート２０の部分は、サイドシート２２が接合されておらず、吸収体２１が存在し
ない柔軟な自由領域１２ａを形成する。このため、ゴム状弾性部材２４の伸縮による立体
ギャザー２４ｇの立ち上がりに引っ張られて、この自由領域１２ａも立ち上がることとな
る。結果として、吸収体２１の幅狭部２１Ｃ付近の立体ギャザー２４ｇの立ち上がり高さ
は、尿パッド１２の自由領域１２ａの長さＬ1に伴って高くなり、立体ギャザー２４ｇの
端部、すなわち、サイドシート２２の自由端部２２ａの方が、折れ曲がり部２１ａの尾根
よりも着用者の肌に近いところに位置することとなる。このようにサイドシート２２の立
体ギャザー２４ｇ部分が立ち上がることにより、尿パッド１２の股下部１２Ｃは、図９お
よび図１０に示されるように、断面がＷ字状となる。そして、中央の折れ曲がり部２１ａ
の尾根（頂点）から吸収体２１の側端までの距離ＷC/２と、吸収体２１の側端からサイド
シート２２の自由端部２２ａまでの距離Ｌ2とを比較すると、Ｌ2の方がＷC／２よりも長
い関係となる。このように、サイドシート２２の立体ギャザー２４ｇの部分が高く立ち上
がることにより、立体ギャザー２４ｇの部分が確実に着用者の股間に密着し、吸収体２１
が位置する部分の空間を閉空間とする。高さのある立体ギャザー２４ｇによって、尿など
の体液をしっかりとせき止め、外への漏れ出しを確実に防止する。
【００３６】
　また、Ｗ字状における中央の山部分のみに吸収体２１が位置し、両側の立ち上がり部分
には、吸収体２１は位置しないので、吸収体２１の重なりを山部分のみにすることができ
、吸収体２１の三重、四重の重なりがなく、厚みが増すことがない。
【００３７】
　このように、尿パッド１２の股下部１２Ｃにおいては、他の部分よりも吸収体２１の幅
が狭い幅狭部２１Ｃを設け、その幅狭部２１Ｃの幅ＷCを着用者の股間の幅程度とするこ
とにより、吸収体２１が着用者の股下でもたつくことがなく、尿パッド１２が体液を吸っ
て膨らんだりしても、股下で吸収体２１が寄せ重なることが抑制され、着用による不快感
を低減することができる。
【００３８】
　なお、幅狭部２１Ｃの存在によって股下部１２Ｃにおける吸収体２１の量が少なくなる
ので、大量の体液を吸収する目的で、高吸収性ポリマーの量を前身頃１２Ｆ、後身頃１２
Ｒに対応する部分に比べて多くしても良い。この場合、吸収体２１の幅狭部２１Ｃの剛度
は他の部分に比べて増す場合もあるが、股下部１２Ｃにおける吸収体面積自体が前身頃１
２Ｆおよび後身頃１２Ｒにおける吸収体面積に比べて小さく、中央部の折れ曲がり部２１
ａで二つ折りになるため、ごわつき感はさほど問題にならない。
【００３９】
　また、尿パッド１２の股下部１２Ｃの中央に折れ曲がり部２１ａを設け、着用者の脚の
引き寄せなど、脚の動きによって、尿パッド１２が折れる際にも、折れ曲がり部２１ａが
優先して折れ曲がる。これにより、尿パッド１２の中央が肌に向かって突出するように折
れ曲がる。この変形により、折れ曲がり部２１ａの頂点が股間に接触する一方、他の部分
は肌との間に隙間を形成できるため、尿パッド１２が肌と接触し圧迫を与える面を最低限
に抑え、不快感を抑制する。
【００４０】
　また、股下部１２Ｃに位置するサイドシート２２は、吸収体２１が幅狭となっているた
め、立体ギャザー２４ｇによって高く立ち上がることができ、着用者の鼠径部に確実に密
着して、体液の漏れを防ぐことができる。また、股下部１２Ｃにおいて、尿パッド１２は
断面Ｗ字状に変形するが、吸収体２１自体は、折れ曲がり部２１ａによる中央の山折れの
部分のみで、両側の谷折れから立ち上がる部分は、サイドシート２２、バックシート１９
のみである。このため、吸収体２１の重なりは、折れ曲がり部２１ａによる中央の山折れ
の部分のみで、幅方向の厚みが薄く、股間にフィットしやすい。
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【００４１】
　加えて、両側の谷折れから立ち上がる部分は、サイドシート２２と、バックシート１９
と、トップシート２０とのシート部材のみであるから、両側の谷折れで吸収体２１も折れ
る従来のものに比べて柔らかく、脚の動きに追従しやすい。したがって、立体ギャザー２
４ｇ部分が着用者の鼠径部から離れて、隙間ができることがない。
【００４２】
　また、立体ギャザー２４ｇによって立ち上がる部分が高いため、体液のせき止め効果が
高い。
【００４３】
　なお、吸収体２１は一層あるいは複数層のパルプにて形成することも可能であり、また
当該パルプ層にパルプを含まない吸収シートを併用した複数層の構造であってもよい。こ
の場合、パルプを含まない吸収シートは幅狭部２１Ｃを具えず、前身頃、股下部、後身頃
の領域が同一の幅で形成されたものであってもよい。パルプを含まない吸収シートは柔ら
かいので、尿パッド１２が股下で折れ曲がった際に、バックシート１９と同じように、立
体ギャザー２４ｇの立ち上がりに引っ張られて立ち上がることとなる。したがって、尿パ
ッド１２は、本実施形態と同様のＷ字状の変形となる。
【００４４】
　また、尿パッド１２の股下部１２ＣをＷ字状に容易に変形させ、着用中にこの変形状態
を維持するため、谷折れ部となって着用者の荷重が集中して加わる箇所の一つである吸収
体２１の幅狭部２１Ｃの左右両端をプレス加工するなどし、吸収体２１の他の部分よりも
剛性を増大させた構造としてもよい。また、尿パッド１２の股下部１２Ｃの変形形状は、
Ｗ字状に限らず、例えば、バックシート１９の幅方向両端部がその幅方向中間部を境とし
て互いに接近する方向へ尿パッド１２を変形してバックシート１９の幅方向両端部を接着
し、この変形状態を維持するようにしてもよい。
【００４５】
　なお、本実施形態では、本発明が適用された尿パッドについて説明したが、本発明は尿
パッドに限らず、テープ型おむつやパンツ型おむつ等の他の吸収性物品にも適用可能であ
る。
【符号の説明】
【００４６】
　１２　尿パッド
　１９　バックシート
　２０　トップシート
　２１　吸収体
　２１ａ　折れ曲がり部
　２１Ｃ　幅狭部
　２２　サイドシート
　２４　ゴム状弾性部材
　２４ｇ　立体ギャザー
　２５　装着部
　２５ａ　接着剤層
　２５ｂ　剥離紙
　Ｌ1　吸収体の側端縁からサイドシートの接合領域と起立領域との境界までの距離
　ＷC　幅狭部の幅
　ＷE　吸収体の最大幅
　ＷG　起立領域の幅
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